
  

飯
田
市
緑
の
育
成
条
例
・
同
規
則
 

             ５
 

第
４

条
第

２
項

第
６

号
及

び
第

８
号

に
関

す
る

事
項

の
う

ち
、

当
該

第
６

号
及

び
第

８
号

の
地

区
に

お
け

る
届

出
を

要
す

る
行

為
及

び
行

為
の

制
限

に
関

す
る

事
項

（
景

観

法
（

平
成

1
6
年

法
律

第
1
1
0
号

）
第

８
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
市

が
定

め
る

景
観

計
画

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
景

観
計

画
」

と
い

う
。
）

に
定

め
る

事
項

に
限

る
。
）

は
、

飯
田

市
景

観
条

例
（

平
成

1
9
年

飯
田

市
条

例
第

4
1
号

）
第

４
条

第
４

項
の

規
定

に
よ

る

景
観

育
成

特
定

地
区

に
お

け
る

届
出

を
要

す
る

行
為

及
び

行
為

の
制

限
に

関
す

る
事

項

と
し

て
、

飯
田

市
景

観
条

例
及

び
景

観
計

画
に

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

６
 

緑
の

基
本

計
画

は
、

法
第

４
条

第
３

項
に

規
定

す
る

も
の

の
ほ

か
、

農
業

振
興

地
域

の
整

備
に

関
す

る
法

律
第

８
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
飯

田
農

業
振

興
地

域
整

備
計

画
、

森
林

法
第

1
0
条

の
５

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
飯

田
市

森
林

整
備

計
画

及
び

飯
田

市

土
地

利
用

基
本

条
例

（
平

成
1
9
年

飯
田

市
条

例
第

1
5
号

）
第

８
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
土

地
利

用
基

本
方

針
と

の
調

和
が

保
た

れ
た

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
策

定
の

手
続

）
 

第
５

条
 

市
は

、
緑

の
基

本
計

画
を

定
め

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
法

第
４

条
第

４
項

か
ら

第
６

項
ま

で
の

規
定

に
よ

る
ほ

か
、

あ
ら

か
じ

め
、

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、

市
民

及
び

当
該

緑
の

基
本

計
画

に
関

係
を

有
す

る
者

の
意

見
を

求
め

る
た

め
に

必
要

な

措
置

を
講

じ
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

市
は

、
緑

の
基

本
計

画
の

う
ち

、
地

域
緑

の
計

画
を

策
定

し
よ

う
と

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

当
該

地
域

緑
の

計
画

に
係

る
地

域
自

治
区

の
住

民
の

参
加

を
得

て
策

定
す

る

も
の

と
す

る
。

 

 

(
1
)
 
条

例
第

４
条

第
３

項
の

地
域

緑
の

計
画

の
名

称
及

び
区

域
 

(
2
)
 
当

該
地

域
に

お
け

る
緑

地
の

保
全

及
び

緑
化

の
推

進
の

目
標

 

(
3
)
 
次

に
掲

げ
る

事
項

の
う

ち
必

要
な

も
の

 

 
 

ア
 

当
該

地
域

に
お

け
る

緑
地

の
保

全
及

び
緑

化
の

推
進

の
方

針
 

イ
 

当
該

地
域

に
お

い
て

保
全

し
、

又
は

緑
化

の
推

進
を

図
る

べ
き

樹
木

又
は

花

等
の

種
類

 

ウ
 

都
市

緑
地

法
（

昭
和

4
8
年

法
律

第
7
2
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。
）

第
5
5
条

第

１
項

若
し

く
は

第
２

項
又

は
条

例
第

2
5
条

第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

に
規

定
す

る
市

民
緑

地
の

設
置

と
そ

の
活

用
に

関
す

る
事

項
 

エ
 

条
例

第
3
2
条

第
１

項
に

規
定

す
る

緑
の

育
成

協
議

会
の

組
織

と
そ

の
活

動
に

関
す

る
事

項
 

オ
 

そ
の

他
緑

豊
か

な
潤

い
の

あ
る

地
域

づ
く

り
の

た
め

の
緑

地
の

保
全

及
び

緑

化
の

推
進

に
必

要
な

事
項

 

            （
緑

の
基

本
計

画
の

策
定

の
手

続
）

 

第
５

条
 

条
例

第
５

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

市
民

及
び

緑
の

基
本

計
画

に
関

係
を

有

す
る

者
の

意
見

を
求

め
る

た
め

の
必

要
な

措
置

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 
当

該
定

め
よ

う
と

す
る

緑
の

基
本

計
画

の
案

を
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
利

用
し

て

3
0
日

間
表

示
す

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
市

長
の

指
定

す
る

場
所

及
び

当
該

定
め

よ
う

と
す

る
緑

の
基

本
計

画
の

案
の

対

象
と

な
る

土
地

の
区

域
に

係
る

地
域

自
治

区
の

事
務

所
（

飯
田

市
地

域
自

治
区

の

設
置

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
8
年

飯
田

市
条

例
第

4
2
号

）
第

４
条

に
規

定
す

る

も
の

を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
に

お
い

て
、
当

該
定

め
よ

う
と

す
る

緑
の

基
本

計
画
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飯
田
市
緑
の
育
成
条
例
・
同
規
則
 

   ３
 

市
は

、
緑

の
基

本
計

画
を

定
め

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

緑
の

基
本

計
画

の
対

象
と

な
る

土
地

の
区

域
に

係
る

地
域

協

議
会
（

地
方

自
治

法
第

2
0
2
条

の
５

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
地

域
協

議
会

を
い

う
。
以

下

同
じ

。
）

の
意

見
を

聴
く

も
の

と
す

る
。

 

       ４
 

市
は

、
緑

の
基

本
計

画
を

定
め

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

審
議

会
の

意
見

を
聴

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い

て
、

都
市

計
画

法
第

４
条

第
１

項
に

規
定

す
る

都
市

計
画

に
関

す
る

部
分

及
び

都
市

計

画
区

域
又

は
準

都
市

計
画

区
域

（
都

市
計

画
法

第
４

条
第

２
項

に
規

定
す

る
準

都
市

計

画
区

域
を

い
う

。
）
に

係
る

部
分

に
つ

い
て

は
、
飯

田
市

都
市

計
画

審
議

会
条

例
（

昭
和

4
4
年

飯
田

市
条

例
第

6
7
号

）
の

規
定

に
基

づ
く

飯
田

市
都

市
計

画
審

議
会

の
意

見
を

聴

く
も

の
と

す
る

。
 

   ５
 

市
は

、
緑

の
基

本
計

画
を

定
め

た
と

き
は

、
直

ち
に

、
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

そ
の

旨
を

公
表

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

      ６
 

前
各

項
の

規
定

は
、
緑

の
基

本
計

画
の

変
更
（

規
則

で
定

め
る

軽
易

な
変

更
を

除
く

。
）

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
 

の
案

を
3
0
日

間
公

衆
の

縦
覧

に
供

す
る

こ
と

。
 

  

２
 

市
長

は
、

条
例

第
５

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

地
域

協
議

会
の

意
見

を
聴

こ
う

と

す
る

と
き

は
、

趣
意

書
及

び
定

め
よ

う
と

す
る

緑
の

基
本

計
画

の
案

（
以

下
「

緑
の

基
本

計
画

の
案

」
と

い
う

。
）

を
当

該
地

域
協

議
会

の
長

に
送

付
す

る
も

の
と

す
る

。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
緑

の
基

本
計

画
の

案
に

よ
っ

て
緑

地
の

保
全

及
び

緑
化

の
推

進
に

影
響

を
受

け
る

と
認

め
ら

れ
る

土
地

の
区

域
に

係
る

他
の

地
域

協
議

会
の

意
見

を
聴

く
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

は
、

当
該

他
の

地
域

協
議

会
の

長
に

も
趣

意
書

及
び

緑
の

基
本

計
画

の
案

を
送

付
し

て
、
そ

の
意

見
を

聴
く

も
の

と
す

る
。
 

３
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

趣
意

書
及

び
緑

の
基

本
計

画
の

案
の

送
付

を
受

け
た

地
域

協

議
会

の
長

は
、

当
該

緑
の

基
本

計
画

の
案

に
つ

い
て

意
見

を
述

べ
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

当
該

緑
の

基
本

計
画

の
案

に
関

す
る

地
域

協
議

会
の

意
見

を
記

載
し

た
意

見
書

を
市

長
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

 

４
 

市
長

は
、

条
例

第
５

条
第

４
項

前
段

の
規

定
に

よ
り

飯
田

市
土

地
利

用
計

画
審

議

会
（

以
下

「
審

議
会

」
と

い
う

。
）

の
意

見
を

聴
こ

う
と

す
る

と
き

は
、

前
項

の
規

定

に
よ

る
地

域
協

議
会

の
意

見
（

地
域

協
議

会
の

意
見

が
あ

る
場

合
に

限
る

。
以

下
審

議
会

の
意

見
を

聴
く

場
合

に
お

け
る

地
域

協
議

会
の

意
見

に
つ

い
て

同
じ

。
）
及

び
緑

の
基

本
計

画
の

案
を

提
出

し
て

、
審

議
会

の
意

見
を

聴
く

も
の

と
す

る
。

 

５
 

市
長

は
、

条
例

第
５

条
第

４
項

後
段

の
規

定
に

よ
り

飯
田

市
都

市
計

画
審

議
会

条

例
（

昭
和

4
4
年

飯
田

市
条

例
第

6
7
号

）
の

規
定

に
基

づ
く

飯
田

市
都

市
計

画
審

議
会

の
意

見
を

聴
こ

う
と

す
る

と
き

は
、
第

３
項

の
規

定
に

よ
る

地
域

協
議

会
の

意
見
（

地

域
協

議
会

の
意

見
が

あ
る

場
合

に
限

る
。
）

及
び

緑
の

基
本

計
画

の
案

を
提

出
し

て
、

飯
田

市
都

市
計

画
審

議
会

の
意

見
を

聴
く

も
の

と
す

る
。

 

６
 

条
例

第
５

条
第

５
項

の
規

定
に

よ
る

公
表

は
、

飯
田

市
公

告
式

条
例

の
例

に
よ

り

行
う

も
の

と
し

、
か

つ
、

緑
の

基
本

計
画

の
対

象
と

な
る

土
地

の
区

域
に

係
る

地
域

自
治

区
の

事
務

所
の

長
に

、
当

該
緑

の
基

本
計

画
の

図
書

の
写

し
を

送
付

す
る

も
の

と
す

る
。

 

７
 

前
項

の
緑

の
基

本
計

画
の

図
書

又
は

そ
の

写
し

は
、

市
長

の
指

定
す

る
場

所
に

お

い
て

、
公

衆
の

縦
覧

に
供

す
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
縦

覧
の

場
所

及
び

当
該

緑
の

基
本

計
画

の
図

書
を

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を

利
用

し
て

２
週

間
表

示
す

る
も

の
と

す
る

。
 

８
 

第
１

項
か

ら
前

項
ま

で
の

規
定

は
、

条
例

第
５

条
第

６
項

の
規

定
に

よ
る

緑
の

基

本
計

画
の

変
更
（

次
項

で
定

め
る

軽
易

な
変

更
を

除
く

。
）
に

つ
い

て
準

用
す

る
。
こ
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